
　

兵
庫
方
式
の
大
き
な
特
徴
は
、

販
売
店
が
法
で
定
め
ら
れ
た
引
き

取
り
義
務
の
あ
る
同
種
の
家
電
の

買
い
替
え
の
場
合
お
よ
び
、過
去
に

販
売
し
た
も
の
以
外
の
引
き
取
り

義
務
の
な
い
対
象
機
器
の
場
合
で

も
、原
則
と
し
て
引
き
取
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
す
。つ
ま
り
、本
来

な
ら
ば
、買
い
替
え
の
際
に
し
か
引

き
取
り
を
し
て
く
れ
な
い
廃
家
電

を
、そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

で
す
。も
ち
ろ
ん
、消
費
者（
排
出

者
）は
、運
搬
料
金
と
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

回
収
さ
れ
た
廃
家
電
は
、再
商

品
化
工
場
に
運
ば
れ
、新
し
い
商
品

に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。眠
っ
て
い

る
廃
家
電
が
あ
れ
ば
、協
会
の
資

源
循
環
部
、も
し
く
は
各
自
治
体

の
廃
棄
物
担
当
窓
口
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

兵
庫
方
式
に
よ
る
回
収
量

は
、シ
ス
テ
ム
の
運
用
が
開
始
さ

れ
た
13
年
度
の
３
万
５
千
台
か

ら
、14
年
度
４
万
台
、15
年
度

４
万
１
千
台
、16
年
度
４
万
３
千

台
と
、徐
々
に
増
加
。し
か
し
、そ

れ
以
降
、17
年
度
３
万
６
千
台
、

18
年
度
３
万
２
千
台
、19
年
度

２
万
８
千
台
、20
年
度
２
万
５
千

台
と
、減
少
し
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、家
電
エ
コ
ポ
イ
ン
ト

制
度
の
導
入
と
テ
レ
ビ
の
デ
ジ
タ

ル
化
に
伴
っ
て
買
い
替
え
が
進
ん

だ
こ
と
な
ど
に
よ
り
、21
年
度
は

４
万
３
千
台
と
、大
き
く
増
加

し
ま
し
た
。

一般家庭や事業所から排出された家電製品（エアコン、テレビ〈ブラウン管、液晶、
プラズマ〉、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の有用な部品や材料をリサイクル
して廃棄物を減量化し、資源の有効利用を推進するための法律

※家電リサイクル法とは…

廃家電のリサイクルを円滑に進めていくためには、
消費者の理解と協力を得ることが最も重要であるという認識の下、
①消費者に分かりやすい引き取りルート（すべての対象機器を販売店が引き取る）
　　を構築する
②廃家電を広域的に回収することにより、消費者の負担する回収・運搬費用の
　軽減化を図る
という2つの原則を具体化したシステムにより運用しています。

廃
家
電
回
収
量
の
推
移

　協会では、平成１３年４月に施行された特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ

クル法※）の円滑な推進に向け、兵庫県電機商業組合の委託を受けて、「廃家電

回収運搬システム兵庫方式」の運営管理を行っています。

廃家電回収運搬システム兵庫方式とは…

「廃家電回収運搬システム兵庫方式」
を推進しています

特 

集 

２

廃
家
電
回
収
運
搬
シ
ス
テ
ム
兵
庫
方
式
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資源循環部 神戸市中央区栄町通4-2-18 キンキビルディング内
TEL.078（360）1308　FAX.078（360）1580問い合わせ
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引き取り

回収委託契約

回収依頼 実績報告

引き取り依頼

小売店の紹介

問い合わせ

収集運搬業者
廃家電の回収・運搬

家電品目別回収台数 地方別回収実績

県内エリアごとに
回収委託契約

情報の流れ

モノ（廃家電）の流れ

消費者（排出者）
廃家電の排出
引き取り依頼

市 町
家電リサイクルの普及・啓発
引き渡しできる小売店の紹介

指定引き取り場所
廃家電の保管

再商品化工場
A・Bグループ

廃家電の再商品化

【Ａグループ】 パナソニック エコテクノロジーセンター（株）
【Bグループ】 （株）アール・ビー・エヌ

兵庫県
指導助言
全体調整

家電小売店
約1,300店

廃家電の引き取り・保管

広域調整（関係者との協議）
回収情報の集約・整理

運 搬

運 搬

兵庫県電機商業組合

（財）ひょうご環境創造協会

システム運用業務の委託

廃家電回収運搬システム兵庫方式
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